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証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
基
礎
理
論
の
研
究

並

木

口禾

夫

証券取引法第190条の2の基礎理論の研究

序一
、

二
、

三
事

　
1

　四

1’32
結

　32 　
論

「
証
券
市
場
の
公
正
性
と
健
全
性
」
と
「
取
引
の
公
正
性
」

取
引
の
公
正
性

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展

　
コ
モ
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・
ロ
ー
時
代

　
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
l
五
の
制
定
後
の
時
代

　
O
獣
貰
Φ
萄
く
．
q
邑
ぴ
a
ω
寅
ぴ
窃
事
件
以
降

証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
理
論
的
再
構
成

　
証
券
取
引
法
第
『
九
〇
条
の
二
と
民
法
第
九
六
条
（
詐
欺
に
つ
い
て
の
規
定
）

　
証
券
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引
法
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一
九
〇
条
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二
と
証
券
取
引
法
第
五
八
条
一
号
と
の
関
係
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正
流
用
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と
会
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よ
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許
諾

　
語
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の
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係
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序

論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
証
券
取
引
審
議
会
に
よ
る
報
告
書
、
「
内
部
者
取
引
の
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
昭
和
六
三
年

に
、
証
券
取
引
法
の
一
部
改
正
（
以
下
、
「
今
回
の
改
正
」
と
呼
ぶ
．
）
が
行
わ
れ
、
初
め
て
本
格
的
な
内
部
者
取
引
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
こ
れ
は
内
部
者
取
引
の
刑
事
制
裁
に
つ
い
て
規
定
す
る
に
過
ぎ
ず
、
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
し
て

い
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
報
告
書
は
、
皿
内
部
者
取
引
の
規
制
の
在
り
方
、
の
4
内
部
者
取
引
に
対
す
る
刑
事
罰
則
の
整
備
、
の
㈲
民
事

賠
償
の
項
に
お
い
て
、
「
内
部
者
取
引
を
し
た
者
が
そ
の
相
手
方
に
対
し
履
行
す
べ
き
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
実
効
性
を
持
ち
う

る
よ
う
な
処
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
が
、
取
引
所
取
引
に
関
す
る
損
害
賠
償
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
原
告
適
格
、
訴
訟
手
続
等
に
つ
い

て
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
中
期
的
な
課
題
と
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
．

　
か
く
て
．
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
の
問
題
は
、
当
面
、
民
法
の
一
般
の
規
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
内
部
者
取
引
規
制
の
問
題
は
、
平
成
二
年
の
私
法
学
会
に
お
け
る
商
法
部
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ー
ム
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
た
が
、

そ
の
基
礎
報
告
に
お
い
て
、
江
頭
教
授
が
、
「
今
こ
の
問
題
を
学
会
で
議
論
す
る
意
義
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
イ
ン
サ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ダ
ー
取
引
に
対
す
る
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ま
だ
学
会
で
十
分
議
論
が
さ
れ
つ
く
し
た
と
は
言
え
な
い
…
…
。
」
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た

森
田
教
授
が
、
「
イ
ン
サ
イ
ダ
！
取
引
が
…
…
な
ぜ
悪
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
突
き
詰
め
て
い
く
と
い
う
作
業
が
学
者
の
側
で
必

　
　
　
　
　
（
3
）

要
で
は
な
い
か
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
未
だ
そ
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
点
が
不
明
確
で
あ
る
．
か
く
て
、

内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
の
問
題
を
検
討
す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
性
質
を
正
し
く
把
握
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
性
質
の
再
検
討
を
行
う
。
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一
、
「
証
券
市
場
の
公
正
性
と
健
全
性
」

と
「
取
引
の
公
正
性
」

証券取引法第190条の2の基礎理論の研究

　
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
第
一
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
老
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
会
社
関
係
者
」
と
い
う
．
）
で
あ
っ
て
、
第
二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証

　
券
で
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
（
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
「
上
場
株
券
等
」
と
い
う
．
）
の
発
行
者

　
で
あ
る
会
社
の
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
っ
た
も
の
は
、
当
該
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
の
公
表
が
な

　
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
会
社
の
上
場
株
券
等
（
上
場
株
券
等
の
売
買
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

　
売
買
（
オ
プ
シ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
付
与
又
は
取
得
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
ま
た
は
譲
受
け
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
売
買
等
」
と
い

　
う
．
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
会
社
の
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
知
っ
た
会
社
関
係
者
で
あ
っ
て
、

　
当
該
各
号
に
掲
げ
る
会
社
関
係
者
で
な
く
な
っ
た
後
一
年
以
内
の
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
〔
以
下
略
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
こ
の
条
文
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
を
「
証
券
市
場
の
公
正
性
と
健
全
性
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
公
正
性
」
と
「
健
全
性
」
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
市
場
が
公
正
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
全
な
市
場
が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
「
証
券
市
場
の
公
正
性
と
健
全
性
」
と
は
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
と
こ
ろ
で
、
「
相
場
操
縦
（
証
取
法
第
一
二
五
条
）
」
の
規
制
に
際
し
て
も
、
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
市

場
の
公
正
性
の
害
さ
れ
方
の
態
様
は
、
相
場
操
縦
規
制
の
場
合
と
内
部
者
取
引
規
制
の
場
合
と
で
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
証
券
取
引

法
第
二
一
五
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
第
一
項
は
、

　
何
人
も
、
他
人
を
し
て
証
券
取
引
所
に
上
場
す
る
有
価
証
券
、
有
価
証
券
指
数
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
有
価
証
券
の
売
買
取
引
等
が
繁
盛
に
行

　
わ
れ
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
る
等
当
該
有
価
証
券
の
売
買
取
引
の
状
況
に
関
し
他
人
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
，
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て

　
は
な
ら
な
い
。
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と
規
定
し
、
一
号
以
下
に
お
い
て
、
仮
装
取
引
な
ど
を
挙
げ
て
お
り
、
第
二
項
は
、

　
何
人
も
、
証
券
取
引
所
に
上
場
す
る
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
取
引
等
を
誘
引
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

と
規
定
し
て
一
号
は
、

　
単
独
で
又
は
他
人
と
共
同
し
て
、
当
該
有
価
証
券
の
売
買
取
引
等
が
繁
盛
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
、
又
は
当
該
有
価
証
券
等
の
相
場
を
変
動
さ
せ
る
べ
き

　
一
連
の
有
価
証
券
の
売
買
取
引
等
又
は
そ
の
委
託
ま
た
は
受
託
を
す
る
こ
と
。

と
規
定
し
、
二
号
は
、

　
当
該
有
価
証
券
等
の
相
場
が
自
己
又
は
他
人
の
市
場
操
作
に
よ
っ
て
変
動
す
る
べ
き
旨
を
流
布
す
る
こ
と
。

と
規
定
し
て
い
る
。
〔
以
下
略
〕

　
こ
れ
か
ら
判
る
こ
と
は
、
内
部
者
取
引
の
場
合
に
お
い
て
は
、
内
部
取
引
者
（
本
稿
で
は
、
内
部
者
取
引
の
行
為
主
体
の
こ
と
を
「
内
部
取
引

者
」
と
呼
ぶ
．
）
と
内
部
者
取
引
の
相
手
方
と
な
る
第
三
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
取
引
に
よ
っ
て
、
相
手
方
に
お
い
て
損
害
の
発
生
と

い
う
不
公
正
が
発
生
し
、
そ
の
結
果
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
が
阻
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
相
場
操
縦
の
場
合
に
お
い
て

は
、
誤
解
を
誘
引
す
る
仮
装
取
引
、
ま
た
は
誤
解
も
し
く
は
相
場
の
変
動
を
も
た
ら
す
取
引
行
為
（
一
号
の
場
合
）
・
情
報
の
流
布
行
為
（
二

号
の
場
合
）
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
が
阻
害
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
を
根
拠
と
し

な
が
ら
も
、
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
の
阻
害
さ
れ
方
の
態
様
に
お
い
て
、
内
部
者
取
引
の
場
合
と
相
場
操
縦
の
場
合
と
で
は
異
な
る
こ

と
で
あ
る
。

　
内
部
者
取
引
が
、
直
接
に
は
、
何
ら
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
を
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
内
部
者
取
引
肯
定
論
者
が
次
の

よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
論
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
株
式
に
つ
い
て
適
確
な
値
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
利
益
が
生
ず
る
こ
と
は
、
内
部
者
取
引
肯
定
論
者
も
ま
た
内
部
者
取
引
批
判
論
者

122



証券取引法第190条の2の基礎理論の研究

　
も
、
こ
れ
を
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
内
部
者
取
引
肯
定
者
で
あ
る
O
葺
9
お
よ
び
固
零
ぎ
一
は
、
市
場
が
効
率
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
，
と
指
摘
し
、

　
ま
た
内
部
老
取
引
批
判
論
者
で
あ
る
ミ
導
咬
は
、
情
報
を
開
発
し
た
者
が
株
式
の
取
引
を
行
う
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
も
の
の
、
株
式
の
取
引
を
行
わ

　
ず
、
当
該
情
報
の
開
示
を
待
つ
場
合
に
お
い
て
も
、
内
部
者
取
引
は
株
価
を
よ
り
適
確
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
効
率
的
な
市
場
を
実
現
さ
せ

　
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
株
式
の
正
確
な
価
格
と
は
．
当
該
株
式
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
公
開
さ
れ
た
場
合
に
、
市
場
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
価

　
格
の
こ
と
を
指
す
が
、
適
確
な
値
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
投
資
の
配
分
が
改
善
さ
れ
、
ま
た
急
激
な
株
価
の
変
動
が
減
少
す
る
の
で
、

　
社
会
的
利
益
が
生
ず
る
。

　
　
株
価
の
急
激
な
変
動
が
減
少
す
る
結
果
、
急
激
な
株
価
の
変
動
に
乗
じ
て
利
得
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
か
く
て
リ
ス
ク
を
嫌
う
投
資
家
に
と

　
っ
て
、
株
式
市
場
へ
の
魅
力
が
増
大
す
る
．

　
　
さ
ら
に
、
適
確
な
値
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
投
資
家
に
と
っ
て
、
不
安
が
減
少
し
、
ま
た
経
営
者
の
効
率
性
が
増
進
さ
せ
ら
れ
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
個
々
の
会
社
は
利
益
を
享
受
す
る
ほ
か
、
投
資
家
と
し
て
は
、
そ
の
投
資
の
完
全
な
回
収
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
か
く
し
て
、
相
場
操
縦
規
制
の
場
合
に
は
、
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
は
正
に
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
と
し
て
具
体
化
す
る
が
、
内

部
者
取
引
規
制
に
お
け
る
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
は
、
証
券
取
引
の
当
事
者
に
お
け
る
「
公
正
性
」
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
の
結
果
と
し

て
、
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
内
部
者
取
引
規
制
に
つ
い
て
は
、
「
取
引
の
公
正
性
」
が
そ
の
規
制
が
行
わ
れ
る
根
拠
と
し
て
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
次
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
「
取
引
の
公
正
性
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
取
引
の
公
正
性

　
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
は
、
上
場
会
社
の
内
部
者
も
し
く
は
準
内
部
者
が
そ
の
地
位
に
よ
り
当
該
会
社
の
運
営
、
業
務
ま
た
は

財
産
に
関
す
る
重
要
な
事
実
を
知
り
ま
た
は
情
報
受
領
者
が
内
部
者
も
し
く
は
準
内
部
者
か
ら
そ
れ
ら
の
者
が
そ
の
地
位
に
よ
り
知
っ
た
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当
該
会
社
の
運
営
、
業
務
ま
た
は
財
産
に
関
す
る
重
要
な
事
実
の
伝
達
を
受
け
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
者
は
、
そ
の
事
実
が
公
表
さ
れ
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
．
当
該
会
社
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
取
引
を
原
則
と
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
お
り
、
有
価
証
券
の
投
資
判
断
に
影
響

を
及
ぼ
す
重
要
な
情
報
の
発
生
に
関
与
し
ま
た
は
そ
れ
に
容
易
に
接
近
で
き
る
特
別
の
立
場
に
あ
る
者
が
、
そ
の
特
別
の
立
場
の
故
に
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

要
な
情
報
を
知
っ
た
場
合
に
、
そ
の
情
報
に
か
か
る
有
価
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
。

　
そ
こ
で
、
特
別
の
立
場
に
あ
る
者
が
、
そ
の
立
場
の
故
に
知
っ
た
重
要
情
報
を
用
い
て
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
が
、
な
ぜ
「
取
引
の

公
正
性
」
に
反
す
る
不
公
正
な
も
の
と
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、
証
券
の
取
引
を

行
う
当
事
者
間
に
お
い
て
、
情
報
上
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
（
不
公
平
）
が
存
在
す
る
か
ら
不
公
正
な
も
の
と
し
て
禁
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
、
特
別
の
立
場
の
あ
る
が
故
に
入
手
で
き
た
情
報
を
用
い
て
行
わ
れ
た
証
券
の
取
引
で
あ
る
が
故
に
、
不
公
正
な
も
の
と
し
て
、

禁
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
内
部
者
取
引
は
、
当
初
コ
モ
ン
・
・
1
の
詐
欺
（
｛
蜜
＆
）
を
根
拠
と
し
て
、
そ
し
て
証

券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
並
び
に
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
の
制
定
後
は
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
、
詐
欺
的
な
も
の
と
し
て
規
制
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
根
拠
は
、
我
が
国
の
内
部
者
取
引
規
制
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
証
券
市
場
の
公
正
性
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
を
概
観
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
構
成
を
理
解
す
る
の

に
役
立
っ
。
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三
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
の
歴
史
は
、
コ
モ
ン
・
・
1
時
代
と
、

の
時
代
と
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
．
こ
の
順
で
．
説
く
こ
と
と
す
る
．

証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
制
定
後
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ー
　
コ
モ
ン
・
ロ
ー
時
代

　
コ
モ
ン
・
・
1
上
、
内
部
者
取
引
に
対
す
る
民
事
救
済
の
起
源
と
な
っ
た
の
は
、
詐
欺
の
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
虚
偽
表
示
を
理

由
と
す
る
不
法
行
為
に
始
ま
り
、
後
に
は
、
取
引
に
際
し
て
の
不
開
示
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
救
済
の
対

象
（
保
護
利
益
〉
と
さ
れ
る
の
は
、
証
券
を
売
却
あ
る
い
は
購
入
す
る
に
際
し
て
の
虚
偽
表
示
ま
た
は
非
開
示
に
よ
っ
て
、
譲
受
人
ま
た
は

譲
渡
人
が
被
っ
た
損
害
で
あ
っ
た
．

　
虚
偽
表
示
は
、
コ
モ
ン
・
冒
－
上
、
長
期
に
わ
た
っ
て
、
内
部
者
取
引
に
お
け
る
民
事
救
済
を
認
め
る
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は

「
虚
偽
表
示
理
論
」
と
よ
ば
れ
る
が
、
取
引
を
行
う
に
際
し
て
、
当
事
者
が
、
単
に
沈
黙
を
守
っ
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
「
特
別
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
原
則
」
を
根
拠
と
し
て
、
民
事
救
済
が
認
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

　
「
特
別
事
情
の
原
則
」
は
、
一
九
〇
九
年
の
の
霞
。
轟
＜
●
国
碧
宣
①
事
件
に
お
い
て
、
初
め
て
連
邦
裁
判
所
で
認
め
ら
れ
た
原
則
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

一
九
三
二
年
の
頃
o
昌
ざ
器
‘
国
の
畠
忠
事
件
は
、
こ
の
立
場
を
承
継
し
て
い
る
。

　
本
来
、
売
買
に
関
す
る
コ
モ
ン
・
β
1
に
よ
れ
ぽ
、
買
主
ま
た
は
売
主
は
、
売
買
に
際
し
て
、
自
ら
が
知
っ
て
い
る
情
報
を
開
示
す
る

義
務
を
負
わ
な
い
が
、
の
茸
。
轟
く
●
閃
碧
箆
。
事
件
に
よ
れ
ば
、
内
部
取
引
者
と
相
手
方
と
の
間
に
特
別
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
買

主
ま
た
は
売
り
主
は
、
自
ら
が
知
っ
て
い
る
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
．
こ
れ
が
「
特
別
事
情
の
原
則
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
頃
0
9
匹
器
＜
．
田
の
畠
霞
事
件
に
お
い
て
は
、
閏
。
9
ざ
器
が
固
ω
魯
興
に
対
し
て
配
当
の
有
無
の
問
合
わ
せ
を
行

っ
た
と
い
う
、
「
特
別
の
事
情
」
が
存
在
し
た
た
め
、
取
締
役
に
開
示
義
務
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、
詐
欺
に

該
当
す
る
も
の
と
さ
れ
た
．

　
そ
こ
で
．
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
虚
偽
表
示
事
例
と
不
開
示
事
例
と
の
詐
欺
の
適
用
に
際
し
て
の
差
は
、
虚
偽
表
示
事
例
の
場
合
は
、
虚

偽
表
示
に
対
し
て
、
直
ち
に
詐
欺
が
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
不
開
示
事
例
の
場
合
に
は
、
内
部
取
引
者
と
相
手
方
と
の
間
に
お
け
る

特
別
事
情
の
存
在
に
よ
っ
て
、
初
め
て
開
示
義
務
が
発
生
し
、
開
示
義
務
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
詐
欺
が
適
用
さ
れ
る
こ

ヱ25
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と
に
あ
る
。

　
ま
た
、
相
対
取
引
も
し
く
は
こ
れ
に
類
し
た
形
態
で
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
さ
ら
に
衡
平
法
上
の
不
当
利
得
ま
た
は
現
状
回
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
法
理
の
適
用
も
み
ら
れ
た
．

　
こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
内
部
者
取
引
に
対
す
る
民
事
救
済
の
根
拠
は
、
種
々
存
在
し
た
が
、
実
は
、
一
九
三
四
年
証
券
取

引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
の
制
定
後
の
内
部
者
取
引
が
問
題
と
さ
れ
た
裁
判
に
お
い
て
、
最
も
広
く
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

用
さ
れ
た
の
は
、
虚
偽
表
示
理
論
と
不
当
利
得
理
論
で
あ
っ
た
。

　
2
　
証
券
取
引
法
規
則
購
O
b
ー
五
の
制
定
後
の
時
代

ω
　
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
取
法
規
則
一
〇
b
l
五

証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
は
、
証
券
の
取
引
に
際
し
て
の
詐
欺
的
行
為
の
禁
止
規
定
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
ω
　
証
券
取
引
法
第
一
〇
条

　
　
　
何
人
も
州
際
通
商
の
方
法
も
し
く
は
手
段
、
ま
た
は
郵
便
も
し
く
は
全
国
証
券
取
引
所
の
施
設
を
利
用
し
て
、
以
下
に
掲
げ
る
行

　
　
　
為
を
行
う
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。

　
　
⑥
　
略

　
　
⑥
　
全
国
証
券
取
引
所
に
お
け
る
登
録
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
が
公
益
ま
た
は
投
資
者
保
護
の
た
め
に
必
要
も
し
く
は
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
　
　
当
と
認
め
て
定
め
る
規
則
に
違
反
し
て
、
証
券
の
買
付
も
し
く
は
売
却
に
際
し
、
相
場
操
縦
ま
た
は
詐
欺
的
策
略
も
し
く
は
術

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
　
　
策
を
行
う
こ
と
。

　
④
　
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
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何
人
も
、
州
際
通
商
の
方
法
も
し
く
は
手
段
、
ま
た
は
郵
便
も
し
く
は
全
国
証
券
取
引
所
の
施
設
を
利
用
し
て
、
証
券
の
買
付
も

　
　
　
し
く
は
売
却
に
際
し
て
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
　
　
ω
　
詐
欺
を
行
う
た
め
に
策
略
、
計
略
ま
た
は
術
策
を
用
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
③
　
重
要
な
事
項
に
つ
き
、
事
実
と
異
な
る
記
載
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
は
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
時
の
状
況
に
鑑
み
記
載

　
　
　
　
　
　
に
つ
ぎ
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
重
要
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
⑥
何
人
に
対
し
て
も
、
詐
欺
ま
た
は
欺
圏
と
な
る
か
、
な
る
虞
が
あ
る
行
為
、
慣
行
ま
た
は
実
務
方
法
に
従
う
こ
と
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
③
　
O
＆
ざ
国
。
び
霞
富
帥
0
9
事
件

　
コ
モ
ン
・
・
ー
の
時
代
に
お
い
て
は
、
内
部
者
取
引
を
な
す
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
虚
偽
表
示
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
詐
欺
の
理
論

に
よ
っ
て
処
理
し
、
ま
た
単
な
る
不
開
示
の
場
合
に
は
、
特
別
事
情
の
原
則
に
基
づ
い
て
開
示
義
務
を
認
め
た
上
で
、
詐
欺
の
理
論
に
よ

っ
て
処
理
し
て
き
た
が
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
の
制
定
後
の
9
薯
矯
国
9
窪
富
即
0
9
事
件
は
、
特
別
事
情
の
原
則
を
採
用

せ
ず
、
①
個
人
的
な
利
益
の
た
め
で
な
く
、
会
社
の
目
的
の
た
め
に
の
み
が
利
用
さ
れ
る
べ
き
情
報
、
に
対
し
て
接
近
で
き
る
よ
う
な
立

場
を
生
じ
し
め
る
何
ら
か
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
、
②
か
か
る
情
報
を
用
い
て
取
引
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
不
公
正
が
存
在
す
る

こ
と
、
の
二
要
件
の
充
足
を
前
提
と
し
て
、
内
部
者
取
引
を
行
う
者
に
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
を
認
め
、
こ
の
開
示
ま
た
は
断
念
の
義

務
に
違
反
し
た
者
に
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
i
五
違
反
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詐
欺
の
責
任
を
認
め
た
。
こ
の
O
器
ざ

閃
。
冨
旨
皿
俸
O
o
・
事
件
の
立
場
を
承
継
し
て
、
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
を
コ
モ
ン
・
ロ
1
の
原
則
と
し
て
確
立
し
た
の
が
、
目
①
N
器

Ω
昆
｛
O
O
島
9
霞
0
9
事
件
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
⑥
　
円
霞
器
O
巳
馬
の
島
嘗
霞
0
9
事
件

　
目
霞
器
Ω
昆
幡
ω
三
喜
霞
O
。
●
事
件
の
判
決
は
、
基
本
的
に
は
、
O
＆
ざ
図
9
①
昌
ω
節
0
9
事
件
の
立
場
を
再
述
し
た
に
過
ぎ
ず
、
む

し
ろ
O
匿
ざ
閑
9
霞
駐
俸
Q
9
事
件
の
判
決
が
、
未
公
開
の
重
要
な
内
部
情
報
に
接
近
し
得
る
立
場
に
あ
る
内
部
者
に
ょ
る
、
情
報
の
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不
当
使
用
と
、
こ
れ
よ
り
生
ず
る
不
公
正
、
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
円
①
図
器
Q
巳
騰
警
言
ど
同
Q
o
●
事
件
の
判
決
は
、
情

報
の
単
な
る
所
持
か
ら
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
が
発
生
す
る
も
の
と
し
、
「
所
持
」
に
重
点
を
お
い
た
点
で
、
「
情
報
所
持
理
論
」
を
述

べ
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
、
「
情
報
所
持
理
論
」
は
、
O
匡
導
Φ
田
ダ
〇
三
“
8
の
蜜
げ
霧
事
件
の
控
訴
審
判
決
が
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
㈲
　
O
置
弩
①
萄
‘
q
三
“
a
幹
暮
＄
事
件

　
O
獣
貰
①
田
ダ
q
琶
げ
亀
ω
蜜
ざ
ω
事
件
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
多
数
意
見
を
述
べ
た
男
。
名
亀
判
事
は
、
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
に

基
づ
く
訴
を
構
成
す
る
、
詐
欺
に
基
づ
く
責
任
は
、
取
引
の
当
事
者
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
「
情

報
所
持
理
論
」
を
否
定
し
て
、
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
は
、
証
券
の
取
引
の
当
事
者
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
の
存
在
か
ら
生
ず
る
と
す

る
「
信
任
義
務
論
」
を
採
用
し
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
反
対
意
見
を
述
べ
た
b
弩
㎎
R
判
事
は
、
「
不
正
流
用
論
」
を
提
示
し
て
、
こ
れ

に
反
対
し
た
。
閃
賃
の
霞
判
事
が
述
べ
た
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
．

　
「
一
般
原
則
と
し
て
、
独
立
し
た
商
取
引
に
お
い
て
は
、
両
当
事
者
が
何
ら
か
の
信
頼
関
係
ま
た
は
信
任
関
係
に
あ
る
場
合
を
除
い
て
、

い
ず
れ
の
当
事
者
も
、
反
対
当
事
者
に
対
し
て
情
報
を
開
示
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
…
…
こ
の
原
則
は
、
商
事
に
携
わ
る
人

人
に
、
関
連
す
る
情
報
の
収
集
・
評
価
の
経
験
及
び
能
力
を
利
用
し
て
儲
け
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
困
難
な
仕
事
、

繊
細
な
分
析
、
お
よ
び
明
敏
な
予
測
を
行
う
こ
と
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
原
則
は
、
政
策
的
に
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
適
用
の
限
度
が
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
、
情
報
に
関
す
る
優
位
が
、
優
れ
た
経
験
、
予
見
力
ま
た
は

勤
勉
以
外
の
不
法
な
手
段
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
、
上
述
の
原
則
の
適
用
は
な
い
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
①
9
8
教
授
が
テ
キ
サ
ス
・
ロ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
一
五
巻
一
頁
以
下
の
『
隠
蔽
と
不
開
示
』
と
題
す
る
論
文
の
二

五
頁
か
ら
二
六
頁
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
『
買
主
が
売
主
に
対
し
て
秘
匿
す
る
情
報
も
ど
の
よ
う
な
方
法
で
入
手
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
き
な
意
義
を
有
す
る
。
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そ
の
情
報
は
、
卓
越
し
た
知
識
、
知
力
、
技
量
、
ま
た
は
専
門
的
な
判
断
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
入
手
さ
れ
た
も
の
か
も
知

れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
単
に
偶
然
に
入
手
し
た
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
何
ら
か
の
不
法
な
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て

入
手
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
…
…
情
報
が
不
法
な
行
為
の
結
果
と
し
て
入
手
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
情
報
を
開
示
す
べ
き
義
務
が

発
生
す
る
。
』

　
私
は
、
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
は
、
上
記
の
原
則
を
前
提
と
し
、
こ
の
原
則
の
下
に
立
法

さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
。
か
く
し
て
未
公
開
情
報
の
盗
用
者
は
、
開
示
を
す
る
か
取
引
を
断
念
す
べ
き
絶
対
的
義
務
を
負
う
。

　
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
l
五
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う

に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
の
射
程
距
離
は
、
詐
欺
的
な
計
略
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

実
行
す
る
者
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。
」

　
す
な
わ
ち
、
ω
霞
鮫
霞
判
事
に
よ
る
不
正
流
用
論
は
、
証
券
の
取
引
の
当
事
者
間
に
お
い
て
情
報
上
の
不
平
等
が
存
在
す
る
場
合
に
、

情
報
上
の
優
越
的
地
位
に
あ
る
当
事
者
が
用
い
る
情
報
が
、
違
法
ま
た
は
不
法
な
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
取
引
の

相
手
方
と
し
て
は
、
こ
れ
を
合
法
的
に
は
獲
得
で
ぎ
な
い
と
き
は
、
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
が
発
生
し
、
こ
れ
に
違
反
し
て
証
券
の
取

引
を
行
う
こ
と
が
欺
圏
行
為
を
構
成
し
て
、
詐
欺
の
責
任
が
発
生
す
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
田
霞
騎
零
判
事
の
反
対
意
見
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

後
の
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
に
多
大
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
3
　
0
窪
醇
9
寅
～
q
昌
峠
a
の
鼠
酔
霧
事
件
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

　
ω
　
ω
国
O
紹
U
マ
5
事
件

　
O
匡
畦
Φ
一
寅
タ
q
三
曾
a
幹
暮
①
ω
事
件
後
の
一
九
八
三
年
の
の
国
O
ダ
U
す
冨
事
件
に
お
い
て
は
、
Q
霞
弩
Φ
一
宣
ダ
q
三
ひ
a
幹
彗
＄
事

件
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
と
同
様
に
、
証
券
の
価
格
に
影
響
を
与
え
る
未
公
開
の
重
要
情
報
を
有
す
る
場
合
に
、
未
公
開
情
報
の
単
な
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る
所
持
か
ら
、
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
が
生
じ
、
こ
れ
を
開
示
し
な
い
で
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
は
、
証
券
の
取
引
に
際
し
て
詐
欺

を
は
た
ら
い
た
も
の
と
し
て
、
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
が
規
定
す
る
詐
欺
違
反
の
責
任
を
発
生
さ
せ
る
と
す
る
「
所
持
論
」
を
否
定

し
た
上
で
、
証
券
の
取
引
の
一
方
当
事
者
が
、
証
券
の
価
格
に
影
響
を
与
え
る
未
公
開
の
重
要
情
報
を
有
す
る
場
合
に
、
取
引
の
当
事
者

間
に
お
け
る
信
任
義
務
の
存
在
か
ら
、
開
示
義
務
が
生
じ
、
こ
れ
を
開
示
し
な
い
で
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
は
、
証
券
の
取
引
に
際
し

て
詐
欺
を
は
た
ら
い
た
も
の
と
し
て
、
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
が
規
定
す
る
詐
欺
違
反
の
責
任
を
発
生
さ
せ
る
と
す
る
立
場
を
採
っ

て
、
上
告
を
斥
け
た
。

　
以
上
、
考
察
し
て
来
た
よ
う
に
O
窪
畦
Φ
鼠
＜
。
q
三
審
自
の
冨
憂
事
件
に
お
い
て
は
、
取
引
の
当
事
者
間
に
お
け
る
「
信
頼
関
係
」
の

存
在
か
ら
、
ま
た
の
国
O
＜
●
U
マ
寄
事
件
に
お
い
て
は
、
取
引
の
当
事
者
間
に
お
け
る
「
信
任
義
務
」
の
存
在
か
ら
、
開
示
ま
た
は
断
念

の
義
務
が
発
生
す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
信
頼
関
係
を
前
提
と
し
て
発
生
す
る
義
務
が
信
任
義
務
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
、
取
引
の

当
事
者
間
に
お
け
る
何
ら
か
の
信
頼
関
係
な
い
し
信
任
義
務
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
を
課
す
立
場

は
、
「
信
任
義
務
論
」
と
称
さ
れ
る
。

　
③
　
不
正
流
用
論
（
邑
・
巷
胃
。
冨
暮
言
夢
8
藁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
ア
　
ω
国
O
〈
．
目
o
言
二
”
事
件

　
の
国
Q
～
冒
辞
霞
蜀
事
件
の
控
訴
審
で
あ
る
連
邦
第
二
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
判
旨
は
、
使
用
人
が
証
券
の
価
格
に
影
響
を
与
え
る
未
公

開
の
重
要
情
報
を
窃
取
す
る
（
巨
器
箸
3
質
馨
①
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
主
と
の
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
開
示

ま
た
は
断
念
の
義
務
が
発
生
し
、
こ
れ
を
開
示
し
な
い
で
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
は
、
証
券
の
取
引
に
際
し
て
詐
欺
を
は
た
ら
い
た
も

の
と
し
て
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
違
反
の
責
任
を
負
う
も
の
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
イ
　
d
三
θ
巴
ω
鼠
富
の
‘
譲
一
冒
扉
事
件

　
第
一
審
の
判
旨
は
、
使
用
人
は
雇
用
主
に
帰
属
す
る
市
場
に
影
響
を
与
え
る
秘
密
情
報
を
盗
取
し
た
…
…
使
用
人
は
、
雇
用
主
た
る
会
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社
が
設
定
し
た
行
為
基
準
で
あ
る
雇
用
主
に
お
け
る
慣
行
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
使
用
人
が
な
し
た
行
為
は
明
白
に
信

任
義
務
に
違
反
す
る
、
と
し
て
使
用
人
に
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
の
違
反
の
責
任
を
認
め
た
。
控
訴
審
で
あ
る
d
三
げ
巴
ω
寅
げ
＄

　
　
　
　
　
　
　
（
23
）

＜
。
9
暮
①
暮
霞
事
件
は
、
第
一
審
の
判
示
内
容
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
認
め
て
、
第
一
審
を
支
持
し
、
上
告
審
で
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

○
鐘
冨
暮
霞
＜
。
q
巳
言
伍
の
蜜
げ
＄
事
件
に
お
い
て
は
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
l
五
違
反
の
証
券
詐
欺
罪
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
八
名

中
、
賛
成
四
名
反
対
四
名
と
な
り
、
第
二
審
判
決
の
結
論
を
維
持
し
た
。

　
以
上
、
考
察
し
て
来
た
よ
う
に
、
ω
国
O
＜
・
冒
暮
9
這
事
件
に
お
い
て
は
、
雇
用
主
と
使
用
人
と
の
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
（
邑
蝕
8
－

畳
℃
亀
け
歪
警
き
畠
。
8
ま
雪
8
）
の
存
在
か
ら
、
ま
た
q
三
酔
a
の
冨
♂
＄
～
妻
一
壼
拐
事
件
に
お
い
て
は
、
雇
用
主
と
使
用
人
と
の
間
に

お
け
る
信
任
義
務
（
臣
仁
畠
蔓
含
暮
関
）
の
存
在
か
ら
、
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
を
課
し
た
が
、
雇
用
主
と
使
用
人
と
の
間
に
お
け
る
何

ら
か
の
信
頼
関
係
ま
た
は
信
任
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
l
五
違
反
の
責
任
を
課
す
立
場
は
、

「
不
正
流
用
論
」
と
称
さ
れ
る
（
な
お
、
信
任
義
務
は
、
信
頼
関
係
が
存
在
す
る
当
事
老
の
間
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
敢
え
て
旨
O
＜
。

寓
暮
①
吋
昼
事
件
と
q
旨
一
8
0Q
鼠
富
の
＜
、
≦
ぎ
導
の
事
件
と
を
区
別
す
る
必
要
は
全
く
存
在
し
な
い
．
）
。

　
な
お
、
の
国
Q
ダ
冒
騨
富
ユ
即
事
件
並
び
に
⇔
三
げ
a
の
貫
げ
＄
ダ
≦
ぎ
彗
砿
事
件
に
お
い
て
採
ら
れ
た
「
不
正
流
用
論
」
は
、
O
匡
貰
Φ
一
ポ

く
．
q
三
言
島
の
貫
言
の
事
件
の
上
告
審
に
お
い
て
国
q
樋
零
判
事
が
述
べ
た
「
不
正
流
用
論
」
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

稿
「
内
部
者
取
引
の
拡
大
に
向
け
て
」
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
し
た
．
ま
た
、
の
国
O
‘
冒
彗
＆
騨
事
件
に
お
け
る
「
不
正
流
用
論
」
も
、

ま
た
q
議
φ
a
の
鼠
♂
＄
ダ
≦
嘗
導
の
事
件
に
お
け
る
「
不
正
流
用
論
」
も
．
そ
の
適
用
の
前
提
要
件
と
し
て
信
任
義
務
違
反
（
具
体
的
に

は
、
oo
国
O
＜
。
竃
暮
Φ
旨
事
件
に
お
い
て
は
信
頼
関
係
違
反
、
ま
た
q
葺
a
幹
暮
窃
く
。
≦
ぎ
導
・
事
件
に
お
い
て
は
信
任
義
務
違
反
）
を
必
要
と
し

た
が
、
両
事
件
が
ω
ロ
韻
霞
判
事
が
述
べ
た
「
不
正
流
用
論
」
に
従
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
不
正
流
用
論
」
は
、
そ
の
適
用
の
前
提
要

件
と
し
て
、
常
に
「
信
任
義
務
違
反
」
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
田
霞
の
霞
判
事
に
よ
る
不
正
流
用
論
は
、
証
券
の
取
引
の
当
事
者
間
に
お
い
て
情
報
上
の
不
平
等
が
存
在
す
る
場
合
に
．
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情
報
上
の
優
越
的
地
位
に
あ
る
当
事
者
が
用
い
る
情
報
が
、
不
法
ま
た
は
違
法
な
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
ぎ
は
、
開

示
ま
た
は
断
念
の
義
務
が
発
生
し
．
こ
れ
に
違
反
し
て
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
が
欺
岡
行
為
を
構
成
し
、
詐
欺
の
責
任
が
発
生
す
る
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
の
国
O
＜
・
冒
彗
①
ユ
帥
事
件
並
び
に
q
菖
♂
a
の
冨
審
ω
＜
・
≦
一
轟
霧
事
件
に
お
い
て
は
、
不
法
ま
た
は
違
法
で
あ
る
こ

と
の
一
発
現
形
式
と
し
て
の
「
信
任
義
務
違
反
」
が
、
不
正
流
用
論
の
適
用
の
た
め
の
一
要
件
と
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
q
旨
一
a
の
寅
♂
窃
ダ
≦
ぎ
昏
の
事
件
の
上
告
審
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
間
に
お
い
て
不
正
流
用
論
に
つ
い
て
の
評
価
が
分
か
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
O
匡
霞
⑦
一
宣
く
・
q
三
♂
a
幹
暮
霰
事
件
の
最
高

裁
判
所
判
決
の
多
数
意
見
が
採
用
し
た
「
信
任
義
務
論
」
と
「
不
正
流
用
論
」
と
の
適
用
の
結
果
に
お
け
る
差
異
と
し
て
、
「
不
正
流
用

論
』
が
適
用
さ
れ
た
場
合
は
、
「
信
任
義
務
論
」
が
適
用
さ
れ
た
場
合
と
比
較
し
て
、
内
部
者
取
引
規
制
の
規
制
対
象
た
る
行
為
主
体
の

範
囲
が
、
大
幅
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
、
第
二
に
、
「
不
正
流
用
論
」
に
対
し
て
は
、
批
判
が
存
在
し
た
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の

批
判
と
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
っ
た
。

　
「
不
正
流
用
論
は
、
雇
用
主
の
財
産
権
の
み
を
保
護
し
、
証
券
市
場
に
お
け
る
投
資
者
を
保
護
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
証
券
の

取
引
に
際
し
て
の
詐
欺
か
ら
の
保
護
を
目
的
と
す
る
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
で
も
っ
て
不
正
流
用
論
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
、
間

違
い
で
あ
る
し
、
通
常
、
窃
取
行
為
（
包
。
。
碧
胃
8
冨
菖
8
）
”
不
正
流
用
）
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
ω
導
蜜
額
H
包
房
霞
一
①
ω
〈
．
Q
括
茸

事
件
の
判
決
が
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
l
五
の
適
用
の
構
成
要
件
で
あ
る
、
と
し
た
欺
圏
行
為
（
留
8
導
一
8
）
な
い
し
不
正
行
為

（
量
包
讐
一
註
8
）
を
伴
わ
な
い
。
ま
た
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
に
基
づ
い
て
欺
圏
行
為
を
理
由
と
し
て
訴
え
る
に
は
、
欺
圏
行
為
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

証
券
の
売
買
の
意
思
決
定
に
際
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
し
か
し
、
私
が
拙
稿
「
内
部
者
取
引
規
制
の
拡
大
に
向
け

（
2
7
）て

」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
「
不
正
流
用
論
」
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
維
持
さ
れ
て
行
く
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
次
に
考
察
す
る
よ

う
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
理
論
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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四
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
理
論
的
再
構
成

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
詐
欺
的
行
為
の
禁
止
規
定
で
あ
る
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
i

五
の
下
で
、
不
正
流
用
論
が
発
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
理
論
と
し
て
不
正
流
用
論
を
位
置
づ

け
よ
う
と
す
る
場
合
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
、
内
部
者
取
引
を
規
制
す
る
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
の
二
の
規
定
は
、
詐

欺
を
伴
う
証
券
の
取
引
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
、
我
が
国
の
証
券

取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
規
定
が
、
証
券
取
引
の
一
態
様
で
あ
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
、
詐
欺
に
基
づ
く
規
制
を
行
っ
て
い
る
も
の

と
理
解
す
る
と
し
て
、
証
券
の
詐
欺
的
な
取
引
を
規
制
す
る
証
券
取
引
法
第
五
八
条
第
一
号
の
規
定
と
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の

規
定
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
三
に
不
正
流
用
論
と
会
社
に
よ
る
許
諾
の
問
題
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
．

　
1
　
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
と
民
法
第
九
六
条
（
詐
欺
に
つ
い
て
の
規
定
）
と
の
関
係

　
我
が
国
に
お
い
て
、
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
と
し
て
、
民
法
の
詐
欺
の
規
定
（
民
法
第
九
六
条
）
の
適
用
を
考
察
さ
れ
た
の
は
、
龍
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

教
授
で
あ
る
。
教
授
は
、
そ
の
著
「
内
部
者
取
引
の
効
果
に
関
す
る
立
法
論
的
考
察
」
に
お
い
て
、
「
内
部
者
取
引
が
詐
欺
（
民
法
第
九
六
条
）

に
当
た
る
と
す
る
構
成
を
と
れ
ば
、
第
三
者
の
詐
欺
は
相
手
方
が
知
っ
て
い
る
場
合
に
だ
け
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
善
意
の
第
三

者
に
は
取
消
を
も
っ
て
対
抗
で
き
な
い
か
ら
錯
誤
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
な
不
都
合
は
な
い
。
す
な
わ
ち
内
部
者
が
相
手
方
で
あ
る
場
合

に
だ
け
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
．

　
で
は
、
内
部
者
取
引
が
詐
欺
だ
と
い
え
る
か
．
法
律
上
ま
た
は
信
義
則
上
、
真
実
を
告
げ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
相
手
方

の
不
知
を
利
用
し
、
沈
黙
に
よ
っ
て
錯
誤
に
陥
れ
る
こ
と
は
詐
欺
に
な
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
た
後
に
、
詐
欺
の
構
成
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
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て
の
難
点
を
指
摘
さ
れ
、
『
し
か
し
自
分
で
原
因
を
作
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
黙
秘
は
原
則
と
し
て
詐
欺
に
な
る
が
、
原
因
た
る
事
実
に

関
係
の
な
い
者
が
相
手
方
の
不
知
を
利
用
し
て
も
、
一
般
に
詐
欺
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
、
内
部
者
取
引
の
う
ち

ご
く
限
ら
れ
た
も
の
以
外
は
、
詐
欺
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鉱
床
の
探
査
と
か
新
製
品
の
開
発
な
ど
当
該

事
項
の
担
当
者
は
、
自
己
の
所
管
業
務
に
つ
い
て
生
じ
た
事
実
で
証
券
の
価
値
に
重
要
な
影
響
を
及
ぽ
す
べ
き
も
の
を
、
取
引
相
手
に
告

げ
な
け
れ
ば
詐
欺
に
な
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
直
接
の
担
当
者
以
外
は
た
と
い
内
部
者
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
原
因

を
作
っ
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
黙
秘
し
て
も
詐
欺
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
教
授
は
、
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
を
詐
欺
の
規
定
に
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
内
部
者
取
引
に
用
い
ら
れ
る
情
報

は
、
必
ず
し
も
内
部
取
引
者
自
身
が
開
発
し
た
情
報
で
は
な
い
点
に
難
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

　
第
三
者
が
開
発
し
た
情
報
を
知
る
者
が
、
そ
れ
を
秘
匿
し
て
取
引
を
行
う
こ
と
が
詐
欺
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
民
法

上
、
違
法
性
の
問
題
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
妻
博
士
は
、
詐
欺
の
構
成
要
件
の
一
つ
と
し
て
違
法
性

を
挙
げ
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。
「
違
法
性
の
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
信
義
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
詐
欺

で
は
な
い
。
社
会
生
活
上
、
多
少
の
欺
岡
行
為
は
、
放
任
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
民
法
（
ド
民
一
≡
二
条
）
に
畦
胆
算
凝
Φ

霊
毎
魯
毒
咬
（
悪
為
の
欺
岡
）
と
い
う
の
は
、
善
意
に
対
す
る
悪
意
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
倫
理
的
な
意
義
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

（
○
婁
ヨ
導
」
げ
讐
暫
8
）
。
こ
の
意
味
で
、
沈
黙
・
意
見
の
陳
述
な
ど
は
、
詐
欺
と
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
自
分
の

不
動
産
に
自
分
で
抵
当
権
を
設
定
し
た
の
に
こ
れ
を
秘
し
て
、
相
手
方
の
不
知
に
乗
じ
て
高
価
に
売
る
行
為
や
、
第
三
者
か
ら
民
事
訴
訟

を
提
起
さ
れ
て
係
争
中
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
、
何
等
苦
情
無
く
伐
採
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
山
林
を
売
る
行
為
の
よ
う
に
、
自

分
で
原
因
を
作
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
黙
秘
は
詐
欺
と
な
る
の
が
原
則
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
土
地
所
有
者
が
そ
の
地
に
遊
廓
地
の

認
許
が
あ
っ
た
の
を
知
ら
な
い
で
い
る
場
合
に
、
こ
れ
を
利
用
し
て
廉
価
に
買
い
受
け
る
行
為
の
よ
う
に
、
原
因
た
る
事
実
に
関
係
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29
）

い
者
が
相
手
方
の
不
知
を
利
用
し
て
も
、
一
般
に
詐
欺
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
が
、
内
部
者
取

134



証券取引法第190条の2の基礎理論の研究

引
に
つ
い
て
妥
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
地
に
遊
廓
地
の
認
許
が
あ
っ
た
と
い
う
情
報
は
、
何
人
で
あ
っ

て
も
、
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
合
法
的
に
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
な
情
報
で
あ
り
、
う
っ
か
り
し
て
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た

者
に
落
度
が
あ
る
、
と
責
め
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
種
類
の
情
報
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
会
社
の
内
部
情
報
は
、
会
社
外
部
者
と
し
て
は
、

こ
れ
を
合
法
的
に
は
入
手
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
情
報
で
あ
り
、
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
責
め
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い

種
類
の
情
報
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
学
説
上
も
、
我
妻
博
士
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
細
か
い
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
の
批
判
も
な

　
　
　
　
（
3
0
）

さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
近
時
の
学
説
は
、
「
『
だ
ま
す
』
の
意
味
は
、
社
会
的
に
是
認
さ
れ
な
い
よ
う
な
行
為
、
い
わ
ゆ
る
違
法
な
行
為

で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ま
ず
取
引
の
種
類
に
よ
っ
て
か
な
り
変
わ
っ
て
く
る
が
、

　
…
錯
誤
者
の
職
業
・
地
位
か
ら
し
て
彼
に
要
求
さ
れ
る
注
意
の
て
い
ど
も
問
題
に
な
る
．
つ
ま
り
買
う
人
が
そ
の
商
品
に
つ
い
て
の
玄

人
で
あ
る
な
ら
ば
、
間
違
う
方
が
わ
る
い
の
だ
が
、
素
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
て
い
ど
間
違
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
。
こ
の
両
者
を
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

関
的
に
考
え
た
上
で
…
…
欺
岡
行
為
に
な
る
か
否
か
を
判
断
（
す
べ
き
で
あ
る
．
）
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
内
部
者
が
、
当
該
内
部
者
以
外
の
者
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
情
報
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
不
知
を
利
用
し
て
、
内
部
者
取

引
を
行
っ
た
場
合
に
も
、
詐
欺
に
つ
い
て
規
定
す
る
民
法
第
九
六
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
く
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条

の
二
の
規
定
は
、
詐
欺
を
伴
う
証
券
の
取
引
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
、
何
ら
問
題
は
な
い
。

　
2
　
証
券
取
引
法
第
旧
九
〇
条
の
二
と
証
券
取
引
法
第
五
八
条
一
号
と
の
関
係

　
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
が
、
詐
欺
的
な
証
券
の
取
引
を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
る
と
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
同
じ
く
、
詐
欺
的
な

証
券
の
取
引
を
禁
止
す
る
証
券
取
引
法
第
五
八
条
一
号
と
の
関
係
が
間
題
と
な
る
。
証
券
取
引
法
第
五
八
条
一
号
は
次
の
よ
う
に
規
定
す

る
。　

何
人
も
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
　
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
等
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
若
し
く
は
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
等

　
に
つ
い
て
、
不
正
の
手
段
、
計
画
又
は
技
巧
を
な
す
こ
と
．

　
と
こ
ろ
で
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
違
反
の
行
為
の
法
定
刑
は
、
六
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
で
あ
り

（
証
取
法
第
二
〇
〇
条
四
号
）
、
他
方
、
証
券
取
引
法
第
五
八
条
一
号
違
反
の
行
為
の
法
定
刑
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
〇
〇
万
円
以

下
の
罰
金
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
第
一
に
、
第
一
九
〇
条
の
二
は
、
軽
微
な
詐
欺
を
伴
う
証
券
取
引
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引
法
第
五
八
条
一

号
は
重
大
な
詐
欺
が
伴
う
証
券
取
引
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
点
で
、
第
一
九
〇
条
の
二
と
第
五
八
条
一
号
は
区
別
さ
れ
、
第
二
に
、
第

一
九
〇
条
の
二
は
、
特
定
の
行
為
主
体
を
規
制
の
対
象
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
五
八
条
一
号
は
、
広
く
一
般
の
行
為
主
体
を
規
制

し
て
い
る
点
で
、
第
一
九
〇
条
の
二
と
第
五
八
条
一
号
は
異
な
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
．
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3
　
不
正
流
用
論
と
会
社
に
よ
る
許
諾

　
我
が
国
に
お
い
て
不
正
流
用
論
を
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
基
礎
に
置
く
こ
と
に
対
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
上
、

不
正
流
用
論
の
適
用
の
前
提
要
件
と
し
て
、
信
任
義
務
違
反
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
点
を
捕
ら
え
て
、
「
上
場
会
社
に
お
い
て
．
従
業
員

に
対
す
る
報
酬
の
一
態
様
と
し
て
．
従
業
員
が
そ
の
職
務
に
関
し
会
社
の
運
営
、
業
務
ま
た
は
財
産
に
関
す
る
重
要
な
事
実
を
知
っ
た
と

き
は
そ
れ
を
も
と
に
会
社
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
取
引
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
場
合
、
従
業
員
が
そ
の
職
務
に
関
し
会
社
の
運
営
、

業
務
ま
た
は
財
産
に
関
し
重
要
な
事
実
を
知
り
、
そ
の
公
表
前
に
会
社
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
取
引
し
て
も
、
そ
れ
は
、
会
社
の
財
産
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

あ
る
重
要
な
情
報
の
不
正
の
流
用
に
当
た
ら
な
い
…
…
。
」
と
し
て
、
こ
れ
に
反
対
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
の
論
拠
に
は

疑
問
が
あ
る
．
そ
れ
は
、
第
一
に
、
な
ぜ
従
業
員
に
対
す
る
報
酬
の
一
態
様
と
し
て
、
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ

り
、
第
二
に
、
従
業
員
に
対
す
る
報
酬
の
一
態
様
と
し
て
、
従
業
員
に
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
と
し
て
、
果
た
し
て
、
こ
れ
は
適
切
な
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報
酬
の
与
え
方
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
り
、
第
三
に
、
従
業
員
に
対
す
る
報
酬
の
一
態
様
と
し
て
、
従
業
員
に
内
部
者
取
引
を
許

容
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
不
正
流
用
論
の
適
用
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
れ
ら
の
疑
問
点

に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
ω
　
な
ぜ
、
報
酬
と
し
て
、
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
の
か
。

　
従
業
員
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
、
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
と
い
う
議
論
は
、
内
部
者
取
引
肯
定
論
者
で
あ
る
冒
㊤
暮
Φ
が
論
じ
た
議

（
33
）論

と
酷
似
す
る
。
冒
即
目
Φ
の
議
論
は
、
会
社
経
営
者
に
対
し
て
報
酬
と
し
て
、
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
．

冒
導
ロ
Φ
は
、
会
社
経
営
者
に
対
し
て
報
酬
と
し
て
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
合
理
性
は
、
企
業
経
営
者
が
果
た
す
会
社
へ
の
貢
献
の
程
度

は
、
予
め
こ
れ
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
企
業
経
営
者
に
つ
い
て
の
労
働
市
場
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
．

企
業
経
営
者
に
対
し
て
適
正
な
報
酬
を
与
え
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
り
、
ま
た
報
酬
の
額
が
少
な
い
と
、
企
業
経
営
者
の
企
業
経
営
に
対

す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
企
業
経
営
者
に
対
し
て
報
酬
と
し
て
、
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
こ
と
は

適
切
な
報
酬
を
与
え
る
方
法
と
な
る
こ
と
に
あ
る
、
と
主
張
す
る
．
こ
の
よ
う
に
、
冒
”
目
Φ
は
、
企
業
経
営
者
が
会
社
に
対
し
て
果
た
す

貢
献
の
程
度
は
予
測
困
難
で
あ
る
こ
と
と
、
企
業
経
営
者
に
つ
い
て
の
労
働
市
場
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
を
そ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
い

る
。　

た
し
か
に
、
企
業
経
営
者
が
会
社
に
対
し
て
果
た
す
貢
献
の
程
度
は
予
測
困
難
で
あ
り
、
ま
た
企
業
経
営
者
に
つ
い
て
の
労
働
市
場
と

い
う
も
の
は
、
存
在
し
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
単
な
る
従
業
員
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
従
業
員
は
、
企
業
経
営
者
の
指
揮
・
命
令
に
従
っ
て
、
羅
束
的
な
行
為

を
す
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
従
業
員
が
会
社
に
対
し
て
果
た
す
貢
献
の
程
度
は
、
あ
る
程
度
予
測
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
従
業
員

に
対
す
る
給
与
は
、
通
常
、
同
業
を
営
む
他
の
会
社
と
の
比
較
に
過
去
の
労
働
実
績
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
で
き
る
、
と
い
う

意
味
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
労
働
市
場
が
存
在
す
る
．
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そ
こ
で
、
企
業
経
営
者
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
、
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
こ
と
に
は
、
あ
る
程
度
の
合
理
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
従

業
員
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
、
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
こ
と
に
は
、
殆
ど
合
理
性
が
な
い
。

　
ω
　
従
業
員
に
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
適
切
な
報
酬
の
与
え
方
か
。

　
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
従
業
員
が
得
る
利
益
は
、
当
該
従
業
員
が
、
ど
れ
だ
け
の
数
の
証
券
を
売
買
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
多
寡
が

決
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
極
論
す
れ
ば
、
全
く
資
産
を
持
た
ぬ
従
業
員
の
場
合
に
は
、
全
く
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
ま
た
大
き

な
資
産
を
持
つ
従
業
員
の
場
合
に
は
、
あ
り
余
る
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
従
業
員
に
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
こ
と
は
、

適
切
な
報
酬
の
与
え
方
で
は
な
い
。

　
㈹
　
従
業
員
に
対
す
る
報
酬
の
一
態
様
と
し
、
従
業
員
に
内
部
者
取
引
を
許
容
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
不
正
流
用
論
の
適
用
が
あ
る

　
　
か
。

　
従
業
員
が
内
部
者
取
引
に
際
し
て
利
用
す
る
情
報
の
内
容
が
、
当
該
A
会
社
は
そ
の
事
業
の
拡
大
に
よ
る
利
益
を
図
る
目
的
で
、
同
種

の
営
業
を
営
む
B
会
社
を
合
併
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
従
業
員
が
内
部
情
報
に
基
づ
い
て
B
会
社
が

発
行
す
る
株
式
を
買
付
始
め
る
と
、
B
会
社
の
株
式
の
価
格
は
徐
々
に
上
昇
し
、
A
会
社
と
し
て
は
、
合
併
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
予

定
し
た
額
を
は
る
か
に
超
え
る
額
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
か
、
ま
た
は
合
併
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

い
、
会
社
と
し
て
は
、
多
大
な
積
極
的
ま
た
は
消
極
的
な
損
害
を
被
る
。

　
こ
の
場
合
、
従
業
員
に
内
部
者
取
引
を
許
諾
し
た
取
締
役
と
し
て
は
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
（
商
法
第
二
五
四
条
三
項
・
民
法

六
四
四
条
）
な
い
し
忠
実
義
務
（
商
法
第
二
五
四
条
ノ
三
）
に
違
反
し
て
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償

責
任
（
商
法
第
二
六
六
条
一
項
五
号
）
を
負
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
従
業
員
が
内
部
者
取
引
を
行
う
に
際
し
て
用
い
た
情
報
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
従
業
員
が
用
い
る
こ
と
の
許
容
を
す
る
に

際
し
て
は
、
取
締
役
の
任
務
違
反
の
責
任
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
従
業
員
が
内
部
者
取
引
を
す
る
に
つ
い
て
の
許
容
は
、
情
報
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を
違
法
に
従
業
員
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
、
当
該
従
業
員
が
、
不
法
な
入
手
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
内
部
情
報
を
用
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

れ
を
開
示
せ
ず
に
、
株
式
の
取
引
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
．
当
該
株
式
の
取
引
に
は
、
不
正
流
用
論
の
適
用
が
あ
る
。

こ
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結

語

　
以
上
に
お
い
て
、
我
が
国
の
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
規
定
の
基
礎
に
不
正
流
用
論
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
規
定
が
、
証
券
の
取
引
に
際
し
て
の
詐
欺
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
と
す
る
と
、
内
部

者
取
引
の
民
事
救
済
に
際
し
て
は
、
民
法
の
詐
欺
に
つ
い
て
の
規
定
（
民
法
第
九
六
条
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
内
部
者
取
引
の

民
事
救
済
を
考
え
る
に
際
し
て
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、
表
意
者
の
欺
岡
行
為
へ
の
信
頼
の
要
件
を
ど
の
よ
う
に
し
て
充
足
さ
せ
得
る
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
蓋
し
、
民
法
第
九
六
条
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
①
詐
欺
者
の
故
意
、
②
欺
圏
行
為
、
③
表
意
者
が
欺
岡
行
為
を

信
頼
し
て
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と
、
④
錯
誤
に
基
づ
い
て
意
思
表
示
を
し
た
こ
と
、
の
四
要
件
が
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
代

の
証
券
の
取
引
は
、
証
券
取
引
所
を
通
し
た
集
団
取
引
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
相
対
取
引
の
場
合
に
は
、
表
意
者
が
反
対
当
事
者
が

な
し
た
欺
岡
行
為
に
信
頼
し
て
錯
誤
に
陥
っ
た
と
言
い
易
い
が
、
集
団
取
引
の
場
合
は
、
表
意
者
が
、
他
の
当
事
者
が
な
し
た
欺
岡
行
為

に
信
頼
し
て
錯
誤
に
陥
っ
た
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
二
年
八
月
一
六
日
　
脱
稿

　
（
－
）
資
本
市
場
研
究
会
編
「
内
部
者
取
引
の
在
り
方
に
つ
い
て
ー
証
券
取
引
審
議
会
報
告
i
」
（
一
九
八
八
）
。

　
（
2
V
　
江
頭
．
日
本
私
法
学
会
商
法
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
、
商
事
法
務
一
二
五
五
．
二
、
三
（
一
九
九
〇
）
。
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（
3
）
　
森
田
発
言
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
論
理
と
実
際
、
私
法
五
三
二
六
七
（
一
九
九
一
）
。

（
4
）
　
神
崎
．
内
部
老
取
引
の
禁
止
1
そ
の
基
本
的
構
造
1
・
金
判
八
〇
六
・
一
一
九
・
一
二
二
（
一
九
八
八
）
．
そ
も
そ
も
．
今
回
の
証
券
取
引
法

　
の
改
正
の
基
礎
と
な
っ
た
証
券
取
引
審
議
会
昭
和
六
三
年
二
月
二
四
日
報
告
書
「
内
部
者
取
引
の
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
は
、
「
証
券
市
場
の

公
正
性
と
健
全
性
」
を
挙
げ
て
い
る
〔
前
記
報
告
書
1
、
は
じ
め
に
〕
．
）
。

（
5
）
　
神
崎
、
証
券
取
引
法
〔
新
版
〕
五
八
七
（
一
九
八
七
）
は
、
「
公
正
で
自
由
な
市
場
』
を
挙
げ
る
が
、
「
証
券
市
場
の
公
正
性
と
健
全
性
」
と
同

様
の
趣
旨
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
い
。

（
6
）
　
並
木
（
和
）
、
会
社
法
・
証
券
取
引
法
の
研
究
、
二
九
五
～
三
〇
一
（
｝
九
九
一
）
。

（
7
）
　
因
み
に
、
上
村
教
授
は
、
学
説
上
、
証
券
取
引
法
の
目
的
論
は
、
次
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
し
て
、
①
証
券
取
引
法
の
目
的
を
投
資
者
保
護

　
に
お
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
国
民
の
証
券
取
引
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
が
国
民
公
益
に
結
び
つ
く
、
と
す
る
「
投
資
者
保
護
論
（
通
説
）
」
、
②
証
券
取

引
法
に
は
投
資
者
保
護
を
目
的
と
す
る
商
法
と
同
性
質
の
部
分
と
、
産
業
警
察
的
な
取
締
を
目
的
と
す
る
業
法
と
し
て
の
性
質
の
部
分
と
が
あ
り
、

　
こ
の
意
質
的
な
も
の
が
統
一
的
一
体
を
な
し
て
い
る
、
と
す
る
神
崎
教
授
が
唱
え
ら
れ
る
「
二
元
論
」
、
お
よ
び
③
上
村
教
授
が
唱
え
ら
れ
る
「
市

　
場
法
論
」
、
の
三
説
を
挙
げ
ら
れ
る
。
上
村
、
証
券
取
引
法
に
お
け
る
市
場
法
的
構
成
の
試
み
・
私
法
五
三
・
一
七
九
、
一
八
○
（
一
九
九
ご
。
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．
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．
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国
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艮
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農
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o
O
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『
騨
卑
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霞
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q
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ぴ
お
一
男
曽
一
〇
睡
（
曽
O
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9
壱
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暮
霞
＜
9
0
旨
8
ω
鼠
ざ
ω
る
G
。
r
田
。
曽
N
誤
（
一
〇
〇。
刈
y

並
木
（
和
）
、
「
内
部
老
取
引
規
制
の
拡
大
に
向
け
て
」
、
『
法
学
研
究
』
第
六
十
五
・
八
・
一
、
二
一
～
一
六
（
一
九
九
二
）
。

乞
g
9
醤
。
ぎ
区
8
壼
畠
。
地
寄
一
①
一
・
亨
㎝
ざ
＞
＆
『
。
器
○
暮
且
霞
曽
慧
夷
冨
閑
8
。
旨
Φ
量
ω
。。
の
鼠
⇒
●
い
。
閃
①
＜
’
昌
お
、
ま
。
一
（
一
。
。。
。
）
●

並
木
（
和
）
、
前
掲
注
25
、
一
七
．

龍
田
、
内
部
老
取
引
の
効
果
に
関
す
る
立
法
論
的
考
察
・
大
隅
古
稀
記
念
企
業
方
の
研
究
六
九
八
、
七
一
四
（
一
九
七
七
）
．

我
妻
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義
1
）
三
一
〇
（
一
九
七
二
）
。

下
森
、
注
釈
民
法
㈹
総
則
二
二
六
（
一
九
七
三
）
。

星
野
、
民
法
概
論
－
二
〇
二
（
一
九
八
三
）
。

神
崎
、
前
掲
注
4
、
一
二
四
頁
の
注
一
二
。

並
木
（
和
）
、
前
掲
注
6
、
二
九
九
以
下
、
蜜
き
づ
9
討
U
9
睾
8
0
泣
霧
崔
霞
⇒
即
島
凝
堕
国
貰
く
●
ω
羨
．
閃
①
く
。
Z
。
く
’
1
U
①
。
●
一
〇
〇
①
暮
二
〇。
。

不
正
流
用
論
が
、
必
ず
し
も
信
任
義
務
違
反
を
前
提
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
第
2
節
⑥
項
本
文
を
参
照
．

（
付
記
）
　
平
成
五
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
、
米
津
昭
子
先
生
は
、
そ
の
任
期
を
全
う
さ
れ
て
、
ご
退
職
さ
れ
る
。
思
っ
て
み
れ
ば
、
私

が
、
平
成
三
年
度
に
出
版
し
た
処
女
出
版
で
あ
る
「
会
社
法
・
証
券
取
引
法
の
研
究
」
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
重
に
先
生

の
あ
た
た
か
い
ご
指
導
の
御
陰
で
あ
る
。
先
生
は
、
既
に
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
証
券
取
引
法
の
研
究
を
始
め
ら
れ
て
お
り
、
ル
イ
・
・

ス
並
び
に
矢
澤
惇
監
修
「
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
証
券
取
引
法
」
の
基
礎
と
な
っ
た
、
象
9
言
鴨
教
授
に
よ
る
セ
、
・
・
ナ
ー
に
も
参
加
さ
れ
た
．

　
私
が
、
9
ρ
劇
Φ
詩
Φ
一
串
の
窪
亀
げ
国
聾
に
留
学
し
、
魯
暮
甘
鴨
教
授
の
家
に
招
か
れ
た
際
に
、
教
授
は
、
「
慶
鷹
大
学
の
人
は
英

語
が
で
き
る
か
ら
好
き
だ
よ
。
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
な
が
ら
、
セ
ミ
ナ
ー
の
際
の
ア
ル
バ
ム
を
広
げ
て
、
器
9
言
鴨
教
授
の
隣
に
座
っ
て
い
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ら
っ
し
ゃ
る
米
津
先
生
の
お
姿
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
．
そ
ん
な
思
い
出
が
あ
る
．
そ
の
よ
う
な
先
生
の
ご
退
職
に
あ
た
っ
て
、

引
法
に
つ
い
て
の
文
章
を
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
後
学
と
し
て
、
ま
こ
と
に
幸
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
論
文
の
作
成
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
信
託
協
会
の
ご
援
助
を
戴
き
ま
し
た
。

証
券
取

　
　
　
　
2

　
　
　
　
4

　
　
　
　
1



訂
正
　
証
券
取
引
法
は
平
成
四
年
法
律
第
七
三
号
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
、
条
文

番
号
が
変
更
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
拙
稿
「
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二

の
基
礎
理
論
の
研
究
」
（
本
誌
六
六
巻
一
号
コ
九
頁
以
下
）
並
び
に
「
内
部

者
取
引
の
民
事
救
済
」
（
同
三
号
三
八
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
不
注
意
に
よ
り

旧
条
文
番
号
を
用
い
ま
し
た
の
で
．
こ
れ
ら
論
文
に
お
け
る
「
第
五
八
条
」
の

表
示
は
、
「
第
一
五
七
条
」
と
、
「
第
一
二
五
条
」
の
表
示
は
、
「
第
一
五
九
条
」

と
、
ま
た
「
第
一
九
〇
条
の
二
」
の
表
示
は
、
「
第
一
六
六
条
」
と
読
み
替
え

て
戴
き
た
く
、
こ
こ
に
お
詫
び
致
し
ま
す
と
と
も
に
、
訂
正
さ
せ
て
戴
き
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
並
木
和
夫
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